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(公的年金)：2016年年金改革法案のポイント 

 

年金改革法案が3月11日に国会へ提出された。本稿では、法案化に至らなかった事項も含め、

これまでの議論を踏まえながら2016年年金改革法案のポイントを確認する。 

 

５年ごとに実施される財政見通しの作成(2014年６月公表)を受けて、年金制度の見直しが計画

されている。今回の見直しの対象は、制度の適用対象や給付などの年金制度に関連するものと、

年金積立金の運用に関するものの２つに大きく分かれる。 

 

財政見通しの結果からは、年金財政を健全化して将来世代の給付水準が下がりすぎないように

する必要性や、そのためには労働参加の促進や少子化の抑制が必要なことなどが明らかになっ

た。そこで、制度改正に向けて図表１に挙げたような課題が検討されたが、次期制度改正では

図表１に○や△をつけた項目について法改正が行われる見通しとなっている。 

 

企業との関連では、労働参加を促進する観点で実施される、短時間労働者への厚生年金の適用

拡大が注目される。短時間労働者への適用拡大については、正社員501人以上の企業で週20時

間以上勤務する短時間労働者の一部(賃金等の要件あり)を対象にした拡大が、2016年10月に実

施されることが既に決まっている。今回の見直しに向けた議論では、この適用拡大の実施を前

倒しする意見もあったが、結果として、この適用拡大では対象外となる正社員500人以下の企

業に対して、労使の合意に基づいた企業単位での任意の適用拡大を認めることになった(2016

年10月実施予定)。強制的な適用拡大に反対する企業もあるが、人材確保が課題となっている

昨今の経営環境を考えれば、今回の見直しで短時間労働者への適用拡大が進む可能性がある。 

 

このほか、年金財政健全化のために年金額の改定(スライド)に設けられている特例措置を見直

すことⅰや、少子化対策として産前産後期間の国民年金保険料の免除も盛り込まれている。 

 

図表１ 次期改正に向けた主な検討課題と見直しの方向性 （年金制度関連） 

年⾦部会の検討課題 (ポイント) ⾒直しの⽅向性
【労働参加の促進】
短時間労働者への厚⽣年⾦適⽤拡⼤ △ 500⼈以下企業の任意拡⼤も可能とする(2016/10〜)

60〜64歳への国⺠年⾦適⽤延⻑ × 国庫負担増の財源確保が要検討
【年⾦財政の健全化】
賃⾦スライドの徹底 ○ 実質賃⾦低下の際に、賃⾦に連動してスライド(2021/4〜)

マクロ経済スライドの徹底 △ 特例措置は継続し、未調整分の繰り越しを導⼊(2018/4〜)

【所得再分配機能の強化】
⾼所得⾼齢者への基礎年⾦の⼀部不⽀給 × 税制や福祉を含め、全体的に検討すべき
標準報酬上限の引上げ × 賛否両⾯の意⾒があった
【⼥性と年⾦のあり⽅】
第3号被保険者制度の⾒直し × まずは厚⽣年⾦の適⽤拡⼤を促進
産前産後期間の国⺠年⾦保険料の免除 ○ 少⼦化対策。国⺠年⾦保険料を⽉100円程増(2019/4〜)

遺族年⾦制度の⾒直し × 時間をかけ基本的考え⽅から整理すべき  
(注１) ○＝概ね原案どおりの見直し、△＝限定的な見直し、×＝次期改正では見直さず。 

(注２) カッコ内は実施開始予定時期。 

(資料) 社会保障審議会年金部会(2015/12/8、2016/3/14)。 
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積立金運用の見直しは、財政見通しの作成過程で運用利回りの目標が「名目賃金上昇率＋

1.7％」と設定されたことや、国内債券中心の運用ではこの目標を達成することが困難なことな

どを受けて検討された。その内容は、ガバナンス体制の強化と資産運用規制の緩和に分かれる。 

 

ガバナンス体制については、現在の制度は年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）理事長の

独任制となっているものの、実際には外部有識者による運用委員会が理事長に意見を述べる

“実質的な”合議制となっている。今回の見直しでは、これを名実ともに合議制とし、政治介入

を避ける体制へと整備するのがポイントである。加えて、GPIF執行部に対する監査体制が、現

在の監事２名の体制から、経営委員３名以上（うち１名以上は常勤）からなる監査等委員会に

改められる。また、基本ポートフォリオ策定の基礎となる中期目標の決定などの厚生労働大臣

の権限事項について、社会保障審議会に新設される会議体が審議する形になる。 

 

資産運用規制については、現在の法律で認められていない運用方法を認めることと、資産運用

規制の規定を法律から政令等に移行して機動的にすることが、検討された。新たな運用方法と

しては、株式のインハウス運用のほか、不動産（インフラ）などオルタナティブ資産に対して

海外の年金資金と共同で直接投資することや、リスク管理を主眼にデリバティブ取引（差金決

済）を行うことなどが、厚生労働省から提示された。社会保障審議会年金部会における議論で

は、そもそも国家が株式(すなわち企業)に投資することを問題視する意見から、インハウスの

アクティブ運用も含めて運用手法は法律で規定せずにGPIFの経営委員会に任せるべきという

意見まで、幅広い意見が出された。最終的な同部会の「議論の整理」では、「ガバナンス改革

を中心に実施し、運用の規制緩和についてはデリバティブやコール市場の活用までが限界では

ないかという意見が多かった」とまとめられ、その方針で改正されることとなった。 

 

法案は既に国会へ提出されているが、今夏には参議院議員選挙が予定されており、年金が選挙

の論点となるのを避けて国会審議が進まない可能性もある。今後の動向に注目したい。 

         （中嶋 邦夫） 

 

図表２ 次期改正に向けた主な検討課題と見直しの方向性 （積立金運用関連） 

年⾦部会の検討課題 (ポイント) ⾒直しの⽅向性
【ガバナンス体制の強化】
合議制機関(経営委員会)を設置 ○ 労使推薦各1名を含む最⼤8名の有識者+理事⻑
監査等委員会を設置 ○ 経営委員3名以上で構成。うち1名以上は常勤
社会保障審議会に会議体を新設 ○ 厚労相権限事項(中期⽬標の決定等)の審議
【資産運⽤規制の緩和】
株式のインハウス運⽤（アクティブ運⽤） × 銘柄選択や議決権⾏使の影響を懸念する意⾒
株式のインハウス運⽤（パッシブ運⽤） × パッシブは容認する意⾒とパッシブでも懸念する意⾒
オルタナティブ資産への直接投資(国際共同投資) △ 有限責任の枠組みで可能（政令で措置可能）
デリバティブ取引(差⾦決済) ○ リスク管理⽬的に限定することを法定し、緩和
コール市場の利⽤ ○ 利⽤可能とする
規制⽅法の緩和（法律から政令等への移⾏） × 施⾏3年後を⽬途に検討し、必要があれば措置  
(注１) ○＝概ね原案どおりの見直し、△＝限定的な見直し、×＝次期改正では見直さず。 

(注２) コール市場の利用は法律公布後3か月以内に実施開始予定。他の改正事項は2017/10に実施開始予定。 

(資料) 社会保障審議会年金部会(2016/2/8、2016/3/14)。 

 
ⅰ 年金額の改定に設けられている特例措置の見直しについては、拙稿「公的年金額の据え置きは、年金財政に

とって二重の痛手」『基礎研レポート』2016年02月22日を参照されたい。 
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